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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリに充電した電力で駆動する電動機、および、内部で燃焼する燃料の燃焼エネル
ギで駆動する内燃機関の両方を走行輪の駆動源とするとともに、前記内燃機関の駆動によ
り前記バッテリの充電が可能となったハイブリッドカーであって、
　目的地が入力されたナビゲーション処理部により探索される当該目的地までの経路を受
信することにより、進行方向前方に前記内燃機関で駆動する自動車の乗り入れが禁止され
る規制地区があるか否かの検出、および、前記規制地区に到達したことの検出を行う規制
地区検出手段と、
　前記電動機のみを運転して前記規制地区を通過するために、前記規制地区の通過に要す
る所要電力量を算出する所要電力量算出手段と、
　前記規制地区に到達した時点における、前記バッテリに残っている残電力量を予測する
残電力量予測手段と、
　前記残電力量および前記所要電力量を相互に比較し、前記残電力量よりも前記所要電力
量の方が多い場合には、迂回指示信号を出力する迂回指示手段と、を備え、
　前記迂回指示手段は、前記残電力量が前記所要電力量よりも大きくなる新たな経路を検
索するよう前記ナビゲーション処理部に経路の再探索を指示することを特徴とするハイブ
リッドカー。
【請求項２】
　前記所要電力量を前記バッテリに蓄積するのに要する充電運転時間を算出する充電運転
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時間算出手段と、
　前記充電運転時間算出手段が算出した充電運転時間に基づいて、充電運転を開始する開
始地点を算出する開始地点算出手段と、
　前記新たな経路、前記規制地区検出手段が検出した検出結果、及び、前記開始地点算出
手段が算出した開始地点に基づき、走行中に前記バッテリの充電を行う充電走行モード、
前記電動機のみで走行する電動機走行モード、および、前記電動機および前記内燃機関を
適宜駆動して走行する通常走行モードのいずれかを選択する走行モード切換手段と、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載のハイブリッドカー。
【請求項３】
　目的地が入力されたナビゲーション処理部により探索される当該目的地までの経路を受
信することにより、進行方向前方に内燃機関で駆動する自動車の乗り入れが禁止される規
制地区があるか否かの検出する規制地区工程と、
　電動機のみを運転して前記規制地区を通過するために、前記規制地区の通過に要する所
要電力量を算出する所要電力量算出工程と、
　前記規制地区に到達した時点における、前記バッテリに残っている残電力量を予測する
残電力量予測工程と、
　前記残電力量および前記所要電力量を相互に比較し、前記残電力量よりも前記所要電力
量の方が多い場合には、迂回指示信号を出力する迂回指示工程と、を有し、
　前記迂回指示工程では、前記残電力量が前記所要電力量よりも大きくなる新たな経路を
検索するよう前記ナビゲーション処理部に経路の再探索を指示することを特徴とするハイ
ブリッドカーの制御方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バッテリに充電した電力で駆動する電動機、および、燃料を内部で燃焼する燃
料の燃焼エネルギで駆動する内燃機関の両方を走行輪の駆動源とするハイブリッドカーに
関する。
【０００２】
【背景技術】
通常の自動車と比べて燃費が約２倍に向上し、二酸化炭素の排出量が約半分に低減され、
しかも、窒素酸化物および炭化水素等の排出量が、平成１２年排出ガス規制値の１／４以
下にまで削減できるハイブリッドカーが利用されている。
このハイブリッドカーは、バッテリに充電した電力で駆動する電動機、および、内部で燃
焼する燃料の燃焼エネルギで駆動する内燃機関の両方を走行輪の駆動源とするものである
。そして、これらの電動機および内燃機関は、走行状況等に応じて、その特性が有効に活
用できるように運転され、これにより、燃費や排出ガスの低減を実現している。
一方、都市部や国定公園等では、環境保護のため、走行時に排気ガスを排出するガソリン
車等の自動車の乗り入れを、完全に規制する規制地区を設けることが検討されている。規
制地区の内部では、排気ガスを排出しない電気自動車等の自動車の走行だけが許される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前述のようなハイブリッドカーでは、現在位置および目的地との間に、排気ガスを排出す
る自動車の乗り入れが禁止される規制地区があると、少ないといえども走行時に排気ガス
を排出するので、この規制地区を迂回する必要があり、目的地に到着するまでの時間が長
くなってしまう、という問題がある。
ここで、排気ガスが排出されないように、電動機のみを駆動してハイブリッドカーを走行
させ、規制地区を通り抜けることが考えられるが、ハイブリッドカーのバッテリに蓄えら
れている電力量は、常に変動しているので、規制地区を通り抜けるのに充分な電力量が常
にバッテリに蓄えられているとは限らず、規制地区を通り抜けることができないおそれが
ある、という問題が生じる。
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【０００４】
本発明の目的は、目的地に達するまでの間に、排気ガスを排出する自動車の乗り入れが禁
止される規制地区があっても、この規制地区を通って目的地に達することが可能となるハ
イブリッドカーを提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１発明は、バッテリに充電した電力で駆動する電動機、および、内部で燃焼す
る燃料の燃焼エネルギで駆動する内燃機関の両方を走行輪の駆動源とするハイブリッドカ
ーであって、進行方向前方に内燃機関で駆動する自動車の乗り入れが禁止される規制地区
があるか否かの検出、および、前記規制地区に到達したことの検出を行う規制地区検出手
段と、前記規制地区検出手段が検出した検出結果に基づき、前記電動機のみで走行する電
動機走行モード、および、前記電動機および／または前記内燃機関を適宜駆動して走行す
る通常走行モードのいずれかを選択する走行モード切換手段とを備えていることを特徴と
する。
【０００６】
ここで、有料道路の入口手前に設けられた送信アンテナからの電波を受信する受信機で、
有料道路への進入を検出するＥＴＣ（電子料金支払システム）が有料道路に設けられるこ
とがある。
そして、規制地区検出手段としては、前述のＥＴＣと同様に、ＥＴＣ式の受信機を備え、
規制地区入口手前の各所に設けられた送信アンテナからの電波を前述の受信機で受信する
ことにより、進行方向前方における規制地区の存在および距離、ならびに、規制地区への
進入を検出するものが採用できる。
あるいは、規制地区検出手段としては、自動車が走行する道路およびその周囲の道路交通
情報をデジタル情報として供給するＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム）からの情報を
受信する受信機と、人工衛星利用して現在位置の標定を行うＧＰＳ（Global Positioning
 System ）受信機とを備え、これらの受信機により、進行方向前方における規制地区の存
在および距離、ならびに、規制地区への進入を検出するもの、あるいは、地図情報を記憶
するとともにＧＰＳ受信機を備えたナビゲーション装置により、進行方向前方における規
制地区の存在および距離、ならびに、規制地区への進入を検出するものも採用できる。
【０００７】
前述のような本第１発明では、 通常走行モードで走行すると、バッテリに対する充電電
力量の方が放電電力量よりも多くなるように制御する、あるいは、電動機走行モードの際
に電動機に電力を供給する専用バッテリを別途設け、通常走行モード時に専用バッテリへ
の充電を可能にする等により、電力の蓄積を可能となり、このようにしておけば、規制地
区検出手段が進行方向前方に規制地区があることを検出したら、規制地区に到達するまで
に電力を蓄積しておき、規制地区に到達し、走行モード切換手段が通常走行モードから電
動機走行モードへ切り換えるのと同時に、蓄積した電力で電動機を駆動でき、電動機のみ
で走行が可能となるので、規制地区を通り抜けることが可能となる。
そのうえ、規制地区に到達したことを、規制地区検出手段が自動的に検出するので、規制
地区に到達すると、電動機および内燃機関の両方を駆動源とする通常走行モードから、電
動機のみを駆動源とする電動機走行モードに自動的に切り換わるようになり、これにより
、規制地区内で内燃機関が運転されることがなくなり、規制地区における環境保護が徹底
されるようになる。
【０００８】
本発明の第２発明は、バッテリに充電した電力で駆動する電動機、および、内部で燃焼す
る燃料の燃焼エネルギで駆動する内燃機関の両方を走行輪の駆動源とするとともに、前記
内燃機関の駆動により前記バッテリの充電が可能となったハイブリッドカーであって、進
行方向前方に内燃機関で駆動する自動車の乗り入れが禁止される規制地区があるか否かの
検出、および、前記規制地区に到達したことの検出を行う規制地区検出手段と、前記電動
機のみを運転して前記規制地区を通過するために、前記規制地区の通過に要する所要電力
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量を算出する所要電力量算出手段と、前記所要電力量を前記バッテリに蓄積するのに要す
る充電運転時間を算出する充電運転時間算出手段と、前記充電運転時間算出手段が算出し
た充電運転時間に基づいて、充電運転を開始する開始地点を算出する開始地点算出手段と
、前記規制地区検出手段が検出した検出結果、および、前記開始地点算出手段が算出した
開始地点に基づき、走行中に前記バッテリの充電を行う充電走行モード、前記電動機のみ
で走行する電動機走行モード、および、前記電動機および前記内燃機関を適宜駆動して走
行する通常走行モードのいずれかを選択する走行モード切換手段とを備えていることを特
徴とする。
【０００９】
このような本第２発明においては、前記第１発明と同様に、規制地区検出手段として、Ｅ
ＴＣ式の受信機を備え、規制地区入口手前の各所に設けられた送信アンテナからの電波を
前述の受信機で受信することにより、進行方向前方における規制地区の存在および距離、
ならびに、規制地区への進入を検出するもの、自動車が走行する道路およびその周囲の道
路交通情報をデジタル情報として供給するＶＩＣＳからの情報を受信する受信機と、人工
衛星利用して現在位置の標定を行うＧＰＳ受信機とを備え、これらの受信機により、進行
方向前方における規制地区の存在および距離、ならびに、規制地区への進入を検出するも
の、あるいは、地図情報を記憶するとともにＧＰＳ受信機を備えたナビゲーション装置に
より、進行方向前方における規制地区の存在および距離、ならびに、規制地区への進入を
検出するものが採用できる。
【００１０】
前述のような本第２発明では、進行方向前方に規制地区があることを規制地区検出手段が
自動的に検出すると、所要電力量算出手段および充電運転時間算出手段により、規制地区
を電動機の運転のみで通過するために必要な所要電力量、および、確保すべき充電運転時
間が算出され、このうち、充電運転時間に基づいて、開始地点算出手段が、充電運転を開
始する開始地点を算出し、この開始地点に達すると、走行モード切換手段が充電走行モー
ドを自動的に選択するようになるので、規制地区に到達する頃には、規制地区を通り抜け
るのに充分な量の電力がバッテリに蓄えられ、規制地区を通り抜けることが可能となる。
そのうえ、前記第１発明と同様に、規制地区に到達したことを、規制地区検出手段が自動
的に検出するので、規制地区に到達すると、電動機および内燃機関の両方を駆動源とする
通常走行モードから、電動機のみを駆動源とする電動機走行モードに自動的に切り換わり
、これにより、規制地区内で内燃機関が運転されることがなくなり、規制地区における環
境保護が徹底されるようになる。
【００１１】
以上のようなハイブリッドカーにおいて、移動体の現在位置を測位するための現在位置情
報を受信するとともに、記憶された地図情報に基づいて表示装置に表示した画面に現在位
置を示すナビゲーション装置が設けられ、前記規制地区検出手段は、前記ナビゲーション
装置に前記地図情報を探索させることにより、進行方向前方に前記規制地区があるか否か
の検出を行うことが好ましい。
このようにすれば、ナビゲーション装置により、規制地区の検出が確実に行えるようにな
るうえ、前記規制地区に到達するまでの到達時間、ならびに、前記規制地区を通り抜ける
までの走行距離、標高差および走行時間が正確に算出されるので、通過に必要な所要電力
量や、所要電力量をバッテリに蓄積するのに要する充電運転時間の算出が正確に行え、実
際にバッテリを充電するにあたり、規制地区を確実に通り抜けるために、余分に発電され
る余剰電力量が少なくなり、このために消費される無駄なエネルギが低減される。
【００１２】
また、前述のようなハイブリッドカーにおいて、前記ナビゲーション装置は、目的地まで
の経路を探索するルート探索機能を有し、前記規制地区検出手段は、前記ナビゲーション
装置が探索した経路が前記規制地区を通っているか否かにより、前記規制地区の検出を行
うものであることが望ましい。
このようにすれば、ナビゲーション装置が目的地までの最短経路を発見することができる
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うえ、その最短経路が規制地区を通過するものであれば、規制地区検出手段が規制地区を
検出し、規制地区を通過するための充電運転が確実に行われるので、最短経路を走行して
目的地に到達でき、目的地に最短時間で到達することができる。
【００１３】
本発明の第３発明は、バッテリに充電した電力で駆動する電動機、および、内部で燃焼す
る燃料の燃焼エネルギで駆動する内燃機関の両方を走行輪の駆動源とするとともに、前記
内燃機関の駆動により前記バッテリの充電が可能となったハイブリッドカーであって、進
行方向前方に内燃機関で駆動する自動車の乗り入れが禁止される規制地区があるか否かの
検出、および、前記規制地区に到達したことの検出を行う規制地区検出手段と、前記電動
機のみを運転して前記規制地区を通過するために、前記規制地区の通過に要する所要電力
量を算出する所要電力量算出手段と、前記規制地区に到達した時点における、前記バッテ
リに残っている残電力量を予測する残電力量予測手段と、前記残電力量および前記所要電
力量を相互に比較し、前記残電力量よりも前記所要電力量の方が多い場合には、迂回指示
信号を出力する迂回指示手段とを備えていることを特徴とする。
【００１４】
このような本第３発明においては、前記第１，２発明と同様に、前述のＥＴＣ式の受信機
を備えたもの、ＶＩＣＳ受信機およびＧＰＳ受信機を備えたもの、ならびに、ナビゲーシ
ョン装置を備えたもののいずれもが採用できる。
【００１５】
前述のような本第３発明では、進行方向前方に規制地区があることを規制地区検出手段が
自動的に検出すると、所要電力量算出手段により、電動機のみで規制地区の走破に要する
所要電力量が算出され、残電力量予測手段により、規制地区に到達した時点におけるバッ
テリの残電力量が予測され、所要電力量と残電力量とが迂回指示手段により比較される。
ここで、残電力量の方が所要電力量よりも多ければ、電動機のみを駆動させて規制地区を
通り抜けることが可能となる。
また、残電力量の方が所要電力量よりも少なければ、残電力量が足りないことを迂回指示
手段が報知するので、残電力量で走破可能な迂回路を地図等により発見し、規制地区を通
り抜けることが可能となる。
【００１６】
以上のようなハイブリッドカーにおいて、移動体の現在位置を測位するための現在位置情
報を受信するとともに、記憶された地図情報に基づいて表示装置に表示した画面に現在位
置を示すナビゲーション装置が設けられ、前記規制地区検出手段は、前記ナビゲーション
装置に前記地図情報を探索させることにより、進行方向前方に前記規制地区があるか否か
の検出を行うことが好ましい。
このようにすれば、ナビゲーション装置により、規制地区の検出が確実に行えるようにな
るうえ、前記規制地区に到達するまでの到達時間、ならびに、前記規制地区を通り抜ける
までの走行距離、標高差および走行時間が正確に算出されるので、通過に必要な所要電力
量の算出や、規制地区に到達した時点におけるバッテリの残電力量が予測が正確に行え、
規制地区を迂回する判断が正確に行われるようになるうえ、残電力量で走破可能な迂回路
をナビゲーション装置で探索すれば、規制地区を確実に通り抜けることが可能となる。
【００１７】
　また、前述のようなハイブリッドカーにおいて、前記ナビゲーション装置は、目的地ま
での経路を探索するルート探索機能を有し、前記規制地区検出手段は、前記ナビゲーショ
ン装置が探索した経路が前記規制地区を通っているか否かにより、前記規制地区の検出を
行うものであることが望ましい。
　このようにすれば、ナビゲーション装置が目的地までの最短経路を発見することができ
るうえ、迂回指示手段が迂回指示信号を出力したら、残電力量に基づいて、ナビゲーショ
ン装置に目的地までの経路を再度探索させ、最短の迂回路を見つけださせ、最短の迂回路
を走行することにより、選択可能な最短経路を走行して目的地に到達でき、目的地に最短
時間で到達することができる。
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　なお、本発明の実施にあたっては、バッテリに充電した電力で駆動する電動機、および
、内部で燃焼する燃料の燃焼エネルギで駆動する内燃機関の両方を走行輪の駆動源とする
とともに、前記内燃機関の駆動により前記バッテリの充電が可能となったハイブリッドカ
ーは、目的地が入力されたナビゲーション処理部により探索される当該目的地までの経路
を受信することにより、進行方向前方に前記内燃機関で駆動する自動車の乗り入れが禁止
される規制地区があるか否かの検出、および、前記規制地区に到達したことの検出を行う
規制地区検出手段と、前記電動機のみを運転して前記規制地区を通過するために、前記規
制地区の通過に要する所要電力量を算出する所要電力量算出手段と、前記規制地区に到達
した時点における、前記バッテリに残っている残電力量を予測する残電力量予測手段と、
前記残電力量および前記所要電力量を相互に比較し、前記残電力量よりも前記所要電力量
の方が多い場合には、迂回指示信号を出力する迂回指示手段と、を備え、前記迂回指示手
段は、前記残電力量が前記所要電力量よりも大きくなる新たな経路を検索するよう前記ナ
ビゲーション処理部に経路の再探索を指示する構成としてもよい。この場合、前記所要電
力量を前記バッテリに蓄積するのに要する充電運転時間を算出する充電運転時間算出手段
と、前記充電運転時間算出手段が算出した充電運転時間に基づいて、充電運転を開始する
開始地点を算出する開始地点算出手段と、前記新たな経路、前記規制地区検出手段が検出
した検出結果、及び、前記開始地点算出手段が算出した開始地点に基づき、走行中に前記
バッテリの充電を行う充電走行モード、前記電動機のみで走行する電動機走行モード、お
よび、前記電動機および前記内燃機関を適宜駆動して走行する通常走行モードのいずれか
を選択する走行モード切換手段と、をさらに備えることが好ましい。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１には、本発明の第１実施形態に係るハイブリッドカー１が示されている。このハイブ
リッドカー１は、二次電池を含んで構成されたバッテリ部２に充電された電力で駆動する
電動機３、および、内部で燃焼する燃料の燃焼エネルギで駆動する内燃機関であるガソリ
ンエンジン部４の両方を走行輪５の駆動源とすることができるとともに、ガソリンエンジ
ン部４で電動機３を駆動してバッテリ部２を充電することができる自動車となっている。
【００１９】
また、ハイブリッドカー１には、前述のバッテリ部２、電動機３およびガソリンエンジン
部４の他に、ガソリンエンジン部４の回転駆動力を電動機３に伝達するとともに、電動機
３の回転速度の調節を行う変速機構部６と、電動機３の回転駆動力を走行輪５に伝達する
動力伝達部７と、バッテリ部２、電動機３、ガソリンエンジン部４および変速機構部６の
動作制御を行う駆動制御部８と、地図情報が記憶され、この地図情報に基づいて表示装置
に表示した画面により、ハイブリッドカー１の現在位置を示すナビゲーション装置９とが
設けられている。
【００２０】
このうち、駆動制御部８は、ハイブリッドカー１に設定されている走行モードに応じた制
御を行うものとなっている。
すなわち、ハイブリッドカー１には、ガソリンエンジン部４が発生する駆動力で走行し、
走行中にバッテリ部２の充電を行う充電走行モードと、電動機３が発生する駆動力のみで
走行する電動機走行モードと、電動機３およびガソリンエンジン部４を適宜駆動して走行
する通常走行モードとが設定されている。
通常走行モードで走行する場合、駆動制御部８は、電動機３およびガソリンエンジン部４
等に制御信号を送出し、速度等の走行状況および電動機３およびガソリンエンジン部４の
運転特性に応じ、走行に要する燃料がなるべく少なくなるように、電動機３およびガソリ
ンエンジン部４を駆動させるものとなっている。
例えば、駆動制御部８は、発進および低速走行の場合、低速での効率に優れた電動機３の
みを駆動させ、一定速度で走行する場合、主にガソリンエンジン部４を駆動させるととも
に、必要に応じて電動機３で発電しバッテリ部２を充電し、加速する場合、ガソリンエン
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ジン部４だけでなく、バッテリ部２に蓄積された電力で電動機３を駆動させるものとなっ
ている。
【００２１】
バッテリ部２は、駆動制御部８からの制御信号に基づき、ガソリンエンジン部４で駆動さ
れる電動機３が生み出す電力により充電可能となっているとともに、発振時、低速時およ
び加速時に、電動機３を駆動させる電力を当該電動機３に供給するものとなっている。
バッテリ部２から駆動制御部８へは、当該バッテリ部２に蓄積されている電力量に応じた
蓄積電力量信号が送出されるようになっている。蓄積電力量信号は、駆動制御部８を経由
して、後述するナビゲーション装置９に入力されるものとなっている。
電動機３は、走行輪５を回転駆動する原動機としての機能だけでなく、ガソリンエンジン
部４で駆動されて電力を発生する発電機としての機能を併せ持ったものであり、駆動制御
部８からの制御信号に基づき、回転駆動力および電力のいずれか一方を出力するようにな
っている。
【００２２】
ガソリンエンジン部４は、走行モードや走行状況に応じて作動し、走行輪５の回転駆動お
よび走行輪５および電動機３の回転駆動を行うものであり、駆動制御部８により、なるべ
く効率がよい運転点で作動されるようになっている。
変速機構部６は、効率がよい運転点で作動するガソリンエンジン部４の回転駆動力を、走
行にふさわしい回転数に、段階的あるいは連続的に変速するものである。変速機構部６と
しては、例えば、トルクコンバータを備えた自動変速機、あるいは、ＣＶＴ(Continuousl
y Variable Transmission ）式の無段変速機等が採用できる。
動力伝達部７は、走行輪５を駆動する回転駆動力を最終的に減速するものであり、内外輪
の差を解消するディファレンスギアを含んで構成されている。
【００２３】
ナビゲーション装置９は、移動体であるハイブリッドカー１の現在位置を測位するための
現在位置情報を受信するとともに、ハイブリッドカー１の運転者等に対して、記憶された
地図情報に基づいて表示装置に表示した画面に現在位置を示すものである。
また、このナビゲーション装置９は、進行方向前方に内燃機関で駆動する自動車の乗り入
れが禁止される規制地区がある場合、電動機走行モードで規制地区を走破できるように、
通常走行モードから充電走行モードへと自動的に切り換え、バッテリ部２に充分な電力を
蓄積し、規制地区に到達すると、充電走行モードから電動機走行モードへと自動的に切り
換える等、走行モードの自動切換を行う機能を有するものでもある。
なお、実際には、走行モードの切換処理は、駆動制御部８が行うようになっている。すな
わち、ナビゲーション装置９は、走行モードの切換タイミング等を示すモード切換信号等
のデータを駆動制御部８へ送信するだけで、走行モードの切り換えに際して、電動機３お
よびガソリンエンジン部４を含む駆動機構の切換処理は行ってはいない。一方、駆動制御
部８は、ナビゲーション装置９から送信されてくるモード切換信号等の様々なデータに基
づいて、実際に、電動機３およびガソリンエンジン部４を含む駆動機構の切換処理を行う
ものとなっている。
【００２４】
ナビゲーション装置９には、図２に示されるように、ＧＰＳの人工衛星から送信されると
ともに、三次元位置、速度および時間に関するデータを含む電波信号を受信するためのア
ンテナ10と、このアンテナ10が受けた電波信号からハイブリッドカー１の三次元位置に関
するデータ等を取り出すＧＰＳ受信機11と、ハイブリッドカー１の走行速度を感知するセ
ンサ等の各種のセンサが設けられたセンサ部12と、ＶＩＣＳ情報を受信するＶＩＣＳ受信
機13と、地図情報を記憶する地図情報記憶部14と、車両の走行に関する情報を記憶する記
憶手段15と、マニュアル操作を行うための操作部16と、地図情報および車両の位置を表示
する表示装置17と、音声により運転者に道筋を案内する音声案内部18と、駆動制御部８と
の間でデータの送受信を行う通信部19と、ナビゲーション装置９全体の制御を行う制御部
20とが設けられている。



(8) JP 4331905 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

このうち、ＧＰＳ受信機11は、ＧＰＳが有する複数の人工衛星からの電波信号を受信し、
これらの電波信号から、ハイブリッドカー１の現時点における三次元位置を示す位置デー
タおよび正確な時刻を示す時刻データを抽出して制御部20に出力するものである。
【００２５】
センサ部12は、ハイブリッドカー１の走行速度を検出する速度センサと、重力加速度を検
出する重力加速度センサと、ハイブリッドカー１の走行により発生する加速度を検出する
加速度センサと、いわゆるジャイロセンサを含んで構成され、ハイブリッドカー１の進行
方向の方位角を検出する方位角センサとを備えたものとなっている。
ここで、速度センサがハイブリッドカー１の走行速度を検出すると、センサ部12は、検出
した走行速度に応じた速度データを生成して制御部20へ出力するようになっている。
また、重力加速度センサが重力加速度を検出するとともに、加速度センサが走行により発
生する加速度を検出すると、センサ部12は、検出した重力加速度および加速度を比較し、
ハイブリッドカー１の重力方向における速度を算出し、算出した重力方向速度に応じた重
力方向速度データを生成して制御部20へ出力するようになっている。
さらに、方位角センサがハイブリッドカー１の方位角を検出すると、センサ部12は、検出
した方位角に応じた方位角データを生成して制御部20へ出力するようになっている。
【００２６】
ＶＩＣＳ受信機13は、ＶＩＣＳセンターが行っているＦＭ多重放送の電波信号等から、広
い範囲における道路渋滞や工事規制等に関する道路交通データを抽出して制御部20に出力
するものである。
地図情報記憶部14は、ＤＶＤ－ＲＯＭ（Digital Versatile Disc　Read Only Memory）お
よびＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory ）等の記録媒体に記録された地図情
報を読み出すディスクドライブ装置を含んで構成されたものである。
この地図情報記憶部14には、三次元で構成された地図情報、すなわち、地図上の各点の標
高を含む地図情報、および、自動車での移動に必要な情報、例えば、地図上の所定の地区
が、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンアドの内燃機関で駆動する自動車の乗り入れ
が禁止される規制地区である等の地区情報等の情報が記憶されている。
【００２７】
記憶手段15は、運転者等のユーザーにより、ナビゲーション装置９になされた設定、目的
地、出発地、経路、経路における道路データに関する経路情報と、その日付および時刻に
関する時刻情報とを記憶するものである。これらの経路情報および時刻情報を蓄積するこ
とにより、記憶手段15には、ナビゲーション履歴データベースが構築されている。
操作部16は、各種の操作を行うための複数のファンクションキーおよび０～９までの数字
が各々付されたテンキー等、複数種類のキーを備えたリモートコントロール装置を含んで
構成されたものである。
【００２８】
表示装置17は、地図情報記憶部14から出力される地図情報に基づいた案内画面を表示する
ものである。表示装置17の案内画面には、進行方向を示すポインタの他に、進行方向前方
の道路状況や目的地等に関する情報も表示されるようになっている。
音声案内部18は、進路変更を行うべき地点、例えば、高速道路や有料道路等のインターチ
ェンジおよびジャンクション、あるいは、一般道の交差点等に到達する前に、進路変更す
べき地点における進行方向を音声で指示するものである。
通信部19は、ナビゲーション装置９から駆動制御部８へ送信される走行モード切換指令信
号、および、駆動制御部８からナビゲーション装置９へ送信されるバッテリ部２の蓄積電
力量信号等のデータや指令を双方向に伝達する通信を行うものである。
【００２９】
制御部20は、ハイブリッドカー１の運転者等に対して道案内を行うナビゲーション処理と
、規制地区を通過するための走行モードの自動切換を行う規制地区通過処理とを行うもの
である。
この制御部20には、図３に示されるように、前述した一連のＧＰＳ受信機11～通信部19と
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の間でデータや指令となる信号を入出力するための入出力部21と、ナビゲーション処理を
行うナビゲーション処理部22と、規制地区通過処理を行う規制地区通過処理部30と、入出
力部21、ナビゲーション処理部22および規制地区通過処理部30の三者の間におけるデータ
の伝送を制御する伝送制御部23とが設けられている。
【００３０】
このうち、規制地区通過処理部30は、進行方向前方に排気ガスを排出する自動車の乗り入
れが禁止される規制地区があるか否かの検出を行い、規制地区を検出すると、規制地区通
過処理を実行するものである。
すなわち、規制地区通過処理部30には、ハイブリッドカー１の進行方向前方に規制地区が
あるか否かを検出するとともに、規制地区にハイブリッドカー１が到達したことを検出す
る規制地区検出手段31と、規制地区における走行距離を算出する走行距離算出手段32と、
電動機３のみを運転して規制地区を通過するのに要する所要電力量を算出する所要電力量
算出手段33と、この所要電力量算出手段33が算出した所要電力量を発電するのに要するガ
ソリンエンジン部４の充電運転時間を算出する充電運転時間算出手段34と、充電運転時間
算出手段34が算出した充電運転時間に基づいて、充電運転を開始する開始地点を算出する
開始地点算出手段35と、規制地区検出手段31が検出した検出結果、および、開始地点算出
手段35が算出した開始地点に基づき、走行中にバッテリ部２の充電を行う充電走行モード
、電動機３のみで走行する電動機走行モード、および、電動機３およびガソリンエンジン
部４を適宜駆動して走行する通常走行モードのいずれかを選択する走行モード切換手段36
とが設けられている。
【００３１】
ここで、ナビゲーション装置９のナビゲーション処理部22は、目的地までの経路を探索す
るルート探索機能を有するものである。
一方、規制地区検出手段31は、ナビゲーション装置９のナビゲーション処理部22に地図情
報を探索させることにより、進行方向前方に規制地区があるか否かの検出を行い、ナビゲ
ーション処理部22の測位機能により、規制地区にハイブリッドカー１が到達したことを検
出するものとなっている。
そして、進行方向前方に規制地区を検出すると、規制地区検出手段31は、ナビゲーション
処理部22へ経路情報要求信号を送信するようなっている。
そして、経路情報要求信号を受信すると、ナビゲーション処理部22は、走行距離算出手段
32、所要電力量算出手段33、充電運転時間算出手段34および開始地点算出手段35には、目
的地までの経路に関する経路情報信号を、走行モード切換手段36には、現在位置を示す現
在位置信号を送信するようになっている。
また、規制地区にハイブリッドカー１が到達したことを検出すると、規制地区検出手段31
は、走行モード切換手段36へ到達信号を送信するようなっている。
【００３２】
走行距離算出手段32は、ナビゲーション処理部22からの経路情報信号に基づいて、規制地
区における走行距離を算出し、算出した走行距離を距離信号として所要電力量算出手段33
に送信するものである。なお、この距離信号には、ハイブリッドカー１の重力方向の移動
量、すなわち、登り方向の移動量および下り方向の移動量も含むものとなっている。
所要電力量算出手段33は、ナビゲーション処理部22からの経路情報信号、および、走行距
離算出手段32からの距離信号に基づいて、規制地区通過に要する所要電力量を算出し、算
出した所要電力量を電力量信号として充電運転時間算出手段34に送信するものである。
この際、規制地区通過に要する所要電力量を算出するにあたり、所要電力量算出手段33は
、算出に必要な要素として、経路に生じている標高差をも含んで所要電力量の算出を行う
ようになっている。
充電運転時間算出手段34は、ナビゲーション処理部22からの経路情報信号、および、所要
電力量算出手段33からの電力量信号に基づいて、バッテリ部２の充電に要する充電時間を
算出し、算出した充電時間を充電時間信号として開始地点算出手段35に送信するものであ
る。
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【００３３】
開始地点算出手段35は、ナビゲーション処理部22からの経路情報信号、および、充電運転
時間算出手段34からの充電時間信号に基づいて、充電運転を開始する開始地点を算出し、
算出した開始地点を開始地点信号として走行モード切換手段36に送信するものである。
さらに具体的に説明すると、開始地点算出手段35は、ナビゲーション処理部22からの経路
情報信号に基づき、現在位置から規制地区に到達するまでの走行経路において、急な上り
坂等の充電不可能部分を除き、充電走行が可能な部分を検出し、充電走行が可能な部分の
走行時間を積算することにより、開始地点の算出を行うようになっている。
【００３４】
走行モード切換手段36は、ナビゲーション処理部22からの現在位置信号、規制地区検出手
段31からの到達信号、および、開始地点算出手段35からの開始地点信号に基づき、充電走
行モード、電動機走行モードおよび通常走行モードのいずれかを選択し、選択した走行モ
ードに切り換えるモード切換信号を、電動機３およびガソリンエンジン部４等を制御して
いる駆動制御部８へ送信する。
駆動制御部８は、充電走行モードを選択するモード切換信号を受信すると、図５（Ａ）に
示されるように、ガソリンエンジン部４で走行輪５および電動機３を駆動し、バッテリ部
２の充電を行いながら、ハイブリッドカー１を走行させる制御を行うようになっている。
また、駆動制御部８は、電動走行モードを選択するモード切換信号を受信すると、図５（
Ｂ）に示されるように、バッテリ部２に蓄えられた電力で電動機３を作動させるとともに
、ガソリンエンジン部４を停止し、電動機３の駆動力のみで走行輪５を駆動し、これによ
り、ハイブリッドカー１を走行させる制御を行うようになっている。
さらに、駆動制御部８は、通常走行モードを選択するモード切換信号を受信すると、図５
（Ｃ）に示されるように、バッテリ部２に蓄えられた電力で電動機３を作動させ、電動機
３およびガソリンエンジン部４を適宜作動させ、これらの電動機３およびガソリンエンジ
ン部４で走行輪５を駆動し、これにより、なるべく効率がよくなるように、ハイブリッド
カー１を走行させる制御を行うようになっている。
【００３５】
次に、本第１実施形態の動作について説明する。
本第１実施形態に係るハイブリッドカー１が通常走行モードで走行している際に、ナビゲ
ーション装置９が起動されると、ナビゲーション処理部22および規制地区通過処理部30が
起動する。
すると、図６に示されるように、まず、ステップS101において、ナビゲーション装置９に
目的地の入力が行われる。目的地の入力が完了すると、ステップS102へ進む。
ステップS102では、ナビゲーション装置９のナビゲーション処理部22が、現在位置から目
的地までの経路を探索する。
目的地までの経路のうち、最適なルート（経路）が選択されると、ステップS103において
、規制地区検出手段31により、選択されたルートにおける進行方向前方に内燃機関で駆動
する自動車の乗り入れが禁止される規制地区があるか否かの検出が行われる。
このステップS103で、規制地区が検出されない場合には、ステップS104へ進み、このステ
ップS104で、規制地区通過処理部30の処理が終了する。
【００３６】
一方、ステップS103において、図７に示されるように、ルートＲの前方に、当該ルートＲ
上のＡ地点から始まりＢ地点で終わる規制地区Ｄが検出された場合には、ステップS110へ
進む。
図６に戻って、ステップS110において、走行距離算出手段32により、規制地区における走
行距離が算出され、所要電力量算出手段33により、規制地区の走破に必要な電力量が算出
され、さらに、充電運転時間算出手段34により、バッテリ部２の充電に必要な充電運転時
間が算出される。そして、充電運転時間の算出までの処理が完了すると、ステップS111へ
進む。
ステップS111では、開始地点算出手段35により、充電運転を開始する開始地点であるＣ地
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点（図７参照のこと）の位置が算出され、Ｃ地点の算出が完了すると、ステップS120へ進
む。
【００３７】
ステップS120において、ハイブリッドカー１がＣ地点に到達するまで待機し、Ｃ地点に到
達すると、ステップS121に進み、通常走行モードから充電走行モードへ切り換わり、ステ
ップS130に進む。
ステップS130において、ハイブリッドカー１がＡ地点に到達するまで待機し、Ａ地点に到
達すると、ステップS131に進み、充電走行モードから電動機走行モードへ切り換わり、ス
テップS140に進む。
ステップS140において、ハイブリッドカー１がＢ地点に到達するまで待機し、Ｂ地点に到
達すると、ステップS141に進み、電動機走行モードから通常走行モードへ切り換わり、ス
テップS142に進み、このステップS142で、規制地区通過処理部30の処理が終了する。
【００３８】
これにより、ハイブリッドカー１は、図７の如く、現在地からＣ地点までの区間T1におい
て、通常走行モードで走行し、Ｃ地点からＡ地点までの区間T2において、充電走行モード
で走行して、規制地区Ｄの走破するのに充分な電力をバッテリ部２に蓄え、規制地区内で
あるＡ地点からＢ地点までの区間T3において、電動機走行モードで走行し、Ｂ地点から目
的地までの区間T4において、通常走行モードで走行する。これにより、現在地から目的地
までの間に迂回路がなく、最短時間で目的地に到達できる最適なルートが選択されたこと
となる。
【００３９】
このような本第１実施形態によれば、次のような効果が得られる。
すなわち、進行方向前方に内燃機関で駆動する自動車の乗り入れが禁止される規制地区Ｄ
があるか否かの検出、および、規制地区Ｄに到達したことの検出を行う規制地区検出手段
と、電動機３のみを運転して規制地区Ｄを通過するために、規制地区Ｄの通過に要する所
要電力量を算出する所要電力量算出手段33と、所要電力量をバッテリ部２に蓄積するのに
要する充電運転時間を算出する充電運転時間算出手段34と、充電運転時間算出手段34が算
出した充電運転時間に基づいて、充電運転を開始する開始地点を算出する開始地点算出手
段35と設けたので、規制地区Ｄに到達する前までに、規制地区Ｄの走破するのに充分な電
力がバッテリ部２に蓄えられ、規制地区Ｄを確実に通り抜けることができる。
さらに、規制地区Ｄに到達したことを、規制地区検出手段31で自動検出できるうえ、ナビ
ゲーション処理部22からの現在位置信号、規制地区検出手段31からの到達信号、および、
開始地点算出手段35からの開始地点信号に基づいて走行モードを切り換える走行モード切
換手段36を設けたので、規制地区Ｄに到達すると、通常走行モードから電動機走行モード
に自動的に切り換わるようになり、これにより、規制地区内で内燃機関が運転されること
がなくなり、規制地区における環境保護を徹底させることができる。
【００４０】
また、ナビゲーション装置９に地図情報を探索させることにより、進行方向前方に規制地
区Ｄがあるか否かの検出を行う規制地区検出手段31を採用したので、規制地区Ｄの検出が
確実に行えるようになるうえ、規制地区Ｄに到達するまでの到達時間、ならびに、規制地
区Ｄを通り抜けるまでの走行距離、標高差および走行時間が正確に算出されるので、通過
に必要な所要電力量や、所要電力量をバッテリに蓄積するのに要する充電運転時間の算出
が正確に行え、実際にバッテリを充電するにあたり、規制地区を確実に通り抜けるために
、余分に発電される余剰電力量が少なくなり、このために消費される無駄なエネルギを低
減できる。
【００４１】
さらに、目的地までの経路を探索するルート探索機能を有するナビゲーション装置９を採
用するとともに、ナビゲーション装置９が探索した経路が規制地区Ｄを通っているか否か
により、規制地区Ｄの検出を行う規制地区検出手段31を採用したので、ナビゲーション装
置９が目的地までの最短経路を発見することができるうえ、その最短経路が規制地区Ｄを
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通過するものであれば、規制地区検出手段31が規制地区Ｄを検出し、規制地区Ｄを通過す
るための充電運転が確実に行われるので、最短経路を走行して目的地に到達でき、目的地
に最短時間で到達することができる。
【００４２】
また、ナビゲーション装置９が探索した経路に基づいて、所要電力量算出手段33が所要電
力量を算出するようにしたので、前述したように、実際に走行する経路について、その走
行距離、標高差および走行時間がナビゲーション装置９により正確に算出され、規制地区
に到達するのに要する走行距離、および、規制地区を通過するのに必要な所要電力量がさ
らに正確に算出されるようになり、この点からも、実際にバッテリを充電するにあたり、
規制地区を確実に通り抜けるために、余分に発電される余剰電力量がさらに小さくなり、
このために消費される無駄なエネルギを一層低減することができる。
【００４３】
図８には、本発明の第２実施形態に係るハイブリッドカー１が示されている。本第２実施
形態は、前記第１実施形他における規制地区走破に必要なバッテリ部２への充電処理を行
う規制地区通過処理部30を、バッテリ部２の残っている電力量に応じて規制地区の走行距
離を短縮する規制地区通過処理部30A としたものである。
【００４４】
すなわち、規制地区通過処理部30A には、前述の規制地区通過処理部30A と同様の規制地
区検出手段31、走行距離算出手段32および所要電力量算出手段33が設けられている一方、
充電運転時間算出手段34および開始地点算出手段35が省略され、代わりに、規制地区に到
達した時点における、バッテリ部２に残っている残電力量を予測する残電力量予測手段37
と、残電力量予測手段37が予測した残電力量および規制地区の走破に必要な所要電力量を
相互に比較し、残電力量よりも所要電力量の方が多い場合には、迂回指示信号を出力する
迂回指示手段38とが設けられている。
また、規制地区通過処理部30A の走行モード切換手段36A は、電動機３のみで走行する電
動機走行モード、および、電動機３およびガソリンエンジン部４を適宜駆動して走行する
通常走行モードの二つの走行モードの一方を選択するものとなっている。
【００４５】
ここで、残電力量予測手段37は、ナビゲーション処理部22からの経路情報信号、および、
駆動制御部８からの蓄積電力量信号に基づいて、規制地区に到達した時点における残電力
量を予測し、予測した残電力量を残電力量信号として迂回指示手段38に送信するものであ
る。
例えば、残電力量予測手段37は、ナビゲーション処理部22からの経路情報信号に基づき、
規制地区までにバッテリ部２から放電される放電電力量と、バッテリ部２に充電される充
電電力量とを予測し、充電電力量から放電電力量を差し引いた差を算出し、現在、バッテ
リ部２に蓄積されている蓄積電力量に、前述の差を加えることにより、残電力量の予測を
行うようになっている。
【００４６】
ナビゲーション処理部22は、迂回指示手段38からの迂回信号を受信すると、目的地に達す
る別の経路を再探索するようになっている。
そして、迂回指示手段38は、ナビゲーション処理部22が探索した経路における所要電力量
が残電力量よりも多い場合には、ナビゲーション処理部22に迂回信号を再送出し、経路の
再探索を行わせ、所要電力量が残電力量よりも少なくなるまで、何度もナビゲーション処
理部22に探索を繰り返させるものとなっている。
【００４７】
走行モード切換手段36A は、ナビゲーション処理部22からの現在位置信号、および、規制
地区検出手段31からの到達信号に基づき、電動機走行モードおよび通常走行モードのいず
れかを選択し、選択した走行モードに切り換えるモード切換信号を、電動機３およびガソ
リンエンジン部４等を制御している駆動制御部８へ送信する。
【００４８】
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次に、本第２実施形態の動作について説明する。
本第２実施形態のハイブリッドカー１が通常走行モードで走行している際に、ナビゲーシ
ョン装置９が起動されると、ナビゲーション処理部22および規制地区通過処理部30A が起
動する。
すると、図９に示されるように、まず、ステップS201において、ナビゲーション装置９に
目的地の入力が行われる。目的地の入力が完了すると、ステップS202へ進む。ステップS2
02～S204は、前述のステップS102～S104と同様なので説明を省略する。
【００４９】
ステップS203において、図１０に示されるように、ルートＲの前方に、当該ルートＲ上の
Ａ地点から始まりＢ地点で終わる規制地区Ｄが検出された場合には、ステップS210へ進む
。
図９に戻って、ステップS210において、走行距離算出手段32により、規制地区Ｄにおける
走行距離が算出され、所要電力量算出手段33により、規制地区Ｄの走破に必要な電力量Ｘ
が算出され、さらに、残電力量予測手段37により、規制地区Ｄに到達した時点におけるバ
ッテリ部２の残電力量Ｙが算出される。そして、残電力量の算出までの処理が完了すると
、ステップS211へ進む。
ステップS211では、迂回指示手段38により、電力量Ｘおよび残電力量Ｙが比較され、電力
量Ｘが残電力量Ｙよりも多く、規制地区Ｄの走破が不可能な場合には、ステップS212へ進
み、逆に、残電力量Ｙが電力量Ｘよりも多く、規制地区Ｄの走破が可能な場合には、ステ
ップS213へ進む。
ステップS213では、規制地区の入口に到達した際に、バッテリ残量Ｙが電力量Ｘを上回る
ように、バッテリ充放電制御処理が開始され、この後、ステップS230へ進む。
ステップS230では、ハイブリッドカー１がＡ地点に到達したか否かが検出され、Ｃ地点に
到達していないと、ステップS213へ戻り、バッテリ充放電制御が続行される。一方、Ｃ地
点に到達すると、ステップS231へ進み、電動機走行モードが開始される。なお、これ以降
のステップS231～S242は、前述のステップS131～S142と同様なので説明を省略する。
【００５０】
ステップS212において、迂回指示手段38により迂回信号がナビゲーション処理部22へ送信
され、ナビゲーション処理部22により、目的地に達する別の経路を再探索され、この後、
ステップS210へ戻る。
そして、ナビゲーション処理部22が探索した経路における所要電力量Ｘが残電力量Ｙより
も多い場合には、ステップS210～S212が何度も繰り返され、所要電力量Ｘが残電力量Ｙよ
りも少なくなる経路が見つかると、ステップS213へ進む。
【００５１】
これにより、図１０の如く、最初に設定された現在地から目的地までのルートＲでは、規
制地区Ｄにおける区間T3の走行距離が長く、残電力量Ｙでは走破できなくとも、残電力量
Ｙに基づいて、ナビゲーション処理部22が別のルートｒを再探索し、ハイブリッドカー１
は、規制地区Ｄにおける区間T3よりも短く、残電力量Ｙで走破可能な区間t3を通行するよ
うになる。これにより、最短の迂回路を走行することにより、選択可能な最短経路を走行
して目的地に到達する。
【００５２】
このような本第２実施形態においても、前記第１実施形態と同様な作用、効果を得ること
ができる他、次のような効果を付加できる。
すなわち、ナビゲーション処理部22で目的地までの最短経路を発見することができるうえ
、迂回指示手段38が迂回指示信号を出力したら、残電力量Ｙに基づいて、ナビゲーション
処理部22に目的地までの経路を再度探索させ、最短の迂回路を見つけださせ、最短の迂回
路を走行することにより、選択可能な最短経路を走行して目的地に到達でき、目的地に最
短時間で到達することができる。
このため、規制地区Ｄに到達するまでに、バッテリ部２を充電する必要がなくなり、規制
地区までの距離が短く、充分な充電時間が確保できないために、規制地区Ｄを通過できな
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い等の不都合が何ら生じない。
【００５３】
なお、本発明は、前述の実施形態に限定されるものではなく、次に示すような変形等をも
含むものである。
例えば、規制地区検出手段としては、ナビゲーション装置を利用するものに限らず、ＥＴ
Ｃ式の受信機を備え、規制地区入口手前の各所に設けられた送信アンテナからの電波を前
述の受信機で受信することにより、進行方向前方における規制地区の存在および距離、な
らびに、規制地区への進入を検出するもの、自動車が走行する道路およびその周囲の道路
交通情報をデジタル情報として供給するＶＩＣＳからの情報を受信する受信機と、人工衛
星利用して現在位置の標定を行うＧＰＳ受信機とを備え、これらの受信機により、進行方
向前方における規制地区の存在および距離、ならびに、規制地区への進入を検出するもの
、あるいは、地図情報を記憶するとともにＧＰＳ受信機を備えたナビゲーション装置によ
り、進行方向前方における規制地区の存在および距離、ならびに、規制地区への進入を検
出するものでもよい。
【００５４】
また、ナビゲーション装置には、前記第１実施形態における規制地区通過処理部30および
前記第２実施形態における規制地区通過処理部30A の両方を設けてもよい。規制地区通過
処理部30および規制地区通過処理部30A の両方を設ける場合には、現在地、規制地区およ
び目的地の位置関係や、道路状況等に応じて、規制地区通過処理部30および規制地区通過
処理部30A を使い分ければよい。
さらに、内燃機関としては、ガソリンエンジンに限らず、ディーゼルエンジン等、他の形
式の内燃機関でもよい。
【００５５】
【発明の効果】
前述のように、本発明によれば、目的地に達するまでの間に、排気ガスを排出する自動車
の乗り入れが禁止される規制地区があっても、この規制地区を通って目的地に達すること
ができ、目的地に最短時間で到達することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態全体の概略構成を示すブロック図である。
【図２】前記第１実施形態のナビゲーション装置を示すブロック図である。
【図３】前記第１実施形態のナビゲーション装置の要部を示すブロック図である。
【図４】前記第１実施形態の規制地区通過処理部を示すブロック図である。
【図５】前記第１実施形態の走行モードを説明するための模式図である。
【図６】前記第１実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】前記第１実施形態の動作を説明するためのルート図である。
【図８】前記第２実施形態の規制地区通過処理部を示すブロック図である。
【図９】前記第２実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】前記第２実施形態の動作を説明するためのルート図である。
【符号の説明】
１　ハイブリッドカー
２　バッテリであるバッテリ部
３　電動機
４　内燃機関であるガソリンエンジン部
５　走行輪
９　ナビゲーション装置
31　規制地区検出手段
33　所要電力量算出手段
34　充電運転時間算出手段
35　開始地点算出手段
36　走行モード切換手段
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37　残電力量予測手段
38　迂回指示手段
Ｄ　規制地区

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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